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病児保育所の現状（第２報）

全国における病児保育所の概要

ThePresentStateofaNurseryFacilityfbrSickChildren（Part２）

ConceptofNurseryFacilitiesfbrSickChildrenA11overtheCountry
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町田玲子＊

ReikoMAcHIDA

上野勝代＊

KatsuyoUENo

Thepurposeofthisreportistosurveythesituationsandtheproblexnsrelatedtomlrseryfacili-
tiesfbrsickchildreninthewholecountrywhichhavebeenstartedsincel966、

Theresultsareasfbllows：

LManyemployeesandsupervisorsofthefacilitieshighlyvaluedtheestablishmentofsuch
色cilities、

２．Ingeneral，thesickchildrenwhichsuchfaciliｔｉｅｓｃｏｕｌｄｔａｋｅｃａｒｅｏｆｗｅｒｅｔｈｏｓｅｉｎｔｈｅｒｅ‐
cuperationstageoftheirillness、

３．TheoperationinsuchBacilitiesthａｔｄｉｄｎｏｔｒｅｃｅｉｖｅａｎｙｆｂｒｍｏｆｐｕｂｌｉｃfinancialsupport
wasseriousfinancially．

3．調果結果および考察

1）形態・方式（表１参照）

１．緒言

本報は，現在全国に開設されている病児保育所の実態

を而披調査・施設のまとめた資料を通し検討することに

より，設立の経過と評価，そこでの問題点を明らかにし，

今後この唖の施設が地域にどのように定着・発展してい

くものであるかについて考察しようとするものである．

を而披調査・施設のまとめた資料を通し検討することに病児保育所の形態としては大きくわけて(1)園内方式

より，設立の経過と評価，そこでの問題点を明らかにし，（同一保育圏の中に病児保育室を設置し，利用は同一園

今後この唖の施設が地域にどのように定着・発展してい児の糸の形態)，(2)センター方式（地域に独立した形で
<ものであるかについて考察しようとするものである．病児保育所があり，いずれの園からも利用できる形態)，

(3)普通保育方式(特別な病児保育室はなく，普通保育の

２．調査方法中で炳児保育も行っている形態)，(4)昼間里親方式（個

調査対象保育所は，現在病児保育を実施している施設人に委託し，個人の家で病児保育を行っている形態）と
でその所在が明確な９カ所である． なり，（1)はＮａ,Ａｒ，(2)ばＨ,Ｎｅ,ＡＣ,SMt，（3)はＭｙ，

方法としては対象保育所を訪問見学し〆保母・医師．（4)はＡｙであった．

共済会の役員等に対して面接調査を実施した．なお，分２）設立時期（表１参照）

析にはこれら保育所，運動団体が発行している資料も参最も古いＮａが昭和41年で，他の８カ所はそれ以降，

考にした． とくに昭和48年以降に急速に瑚加していた．

調在時期として，面接調査はＮａ,Ａｒ,Ｍｙ,Ｈ,Ｎｅ,ＡＣ ３）地域

の６カ所は1977年１～２月．Ｓは1977年10月，その後設 地域としては大都市圏，地方中核都市といった核家族

立されたＡｙは1978年８月，Ｍｔは1979年６月であった．で共働き家庭の多い地域に設立されていた．

なお，調庇資料の統一性を保つためＭｔを除き他はすべ ４）設立の契機

て1978年12月に再度資料で変更された内容についての訂 設立の契機はＡｒ,ＡＣ，を除いて他はすべて直接的に
正を郵送で依頼し調在しなおした． ば父母の就労を保障する立場からの強い要求運動を核と

してそれに理解を示す医師・保育者とともにできたもの

＊京都府立大学であった．Ａｒ,ＡＯＩ二ついても初めの働きかけは保育者
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表１．病児保青 所の概要、
牢

①形態・方式

園内方式 センター方式 普通保育方式 昼間里親方式

Ｎｅ病気あけ
保育園 標病譽一票ｓ病児保育室Ｍｔ病児保育室 AV病気あけ

保育
Ｎａ保育園Ａｒ第２保育所 Ｈ病児保育室

.＿-－－－－￣

１９６９

Ｍｙ保育園

②設立年１９６６ 1９７４ 1９７３ 1９７４ 1976 1９７９ 1９７３ 1978

③所在地東京都世田谷区東大阪市枚方市寝屋川市青森市広島市京都市名古屋市稲城市
④設立の昭和41年保護者同和保育連絡協「病気のときで昭和45年流行性市議会において当初はＳ小児科昭和53年10月無昭和48年はしか昭和50年に「病
契機に対するアンケ議会の研究テーイ｣安心して預けの手足口病が発議員が他の病児医の知り合いの認可保育所父母流行時に父母か児保育所をつく

－トのなかでマに病児保育がられる施設を」生，その後急速保育所を紹介し父母のなかで病の懇談会の折にら，子供が病気る会」を発足．
“医務室と専任あり指定園になという声は昭和に病児保育所がたことがきっか児保育がほしい“病気の時にもになっても仕事先例に学びなが
の係の人がほしった．同llfに､:３６年団地に共同ほしいという声けとなり働く母と話しており，休まなくてﾛﾑよを休むわけにいら'一方で市へ
い'，という回騨親からの強い聾保育所開所時かが高まり，昭和親からの強い要その後，保母ざかつたらなあ”かない．やむをの働きを続けた
が72.7％あり係914,あった．らあった．昭和４６年寝屋川保育求に押され，Ｏん保護者連合会と切実な話が出えないが病気のが，請願は廃案
識者，保育肴，３８年ホームヘル運動連絡会のな医師が現状の大も加わりＮａ,Ｈ’て，後，病児保とき屯預ってほとなり，援助の
噸託民らの話合パー制度ができかで建設がとり変さを知り，引Ｎｅを見学して冑の対策委員会しいとの意見がないまま実施に
いのなかで検i;Ｉたが利用しにくあげられ，枚方受けることにな後思いきってやをつくり，昭和出，嘱託医のすふみきった．
がすすめ「,れ<，昭和42年病の関係者から話った．ってみようと決５４年２～３月試すめもあって普
大5)． ＿児保育所運動がをききアンケーまった8)． 行期間をfへて，通保育の中で病

すすめられ，４４トを行って準備開所に踏みきっ児保育を始め
年自主開設同年をすすめ昭和4８た．た．
委託形態が決丈年に設立した7)．
った6)．

耐I)wで伝染|歪の曜盛時1J病気の初期症Ｔ感冒｣｢扁桃腺「感冒｣｢下痢｣届ほとんどの病種Ｔ感周｣いわゆるかぜ，下痢，届相当重い場合以「感冒｣等の軽微
きるｶﾑｉや雨liFのj:↓締j､」状，２)急性期す炎」「気管支炎」’11伝染病の予後を受けいれる伝染病(はしか，｝１１伝染病の予外，最盛時の子な病気伝染病の
繩タト斑た子ども，３）「下痢｣｢はしか」（はしか，風疹，（はしかのみ２耳下腺炎,水痘，後，感染期をの供１)対象．ただ予後，外傷，熱

クト傷等で治療中「水痘」等の子水痘，耳下腺炎～３円目宅療：樋風疹）の予後，ぞく眼病，突発し「百日ぜき」は38度を限度と
（医師の指示を後，外傷，手術等）その他を求める）まその他担当医が疹，外傷，その「風疹」「溶血性する．医師の診
必要とする）４）後の議生期，ニプこ，母親が病気利用可能と判断他医師が適当と連鎖球菌による察ずみのはつき
溌所許可譜のあの他担当医が利のときUb子供をした病気みとめた屯の9）扁桃炎」は病児りしている２６
る伝染性疾患，用可能と判断[，預っている．保育をしない．の．本人が通園
５)療謎中の子どた病気に苦痛でない程
も度

⑥型驫者Ｏ~6歳Ｏ~6歳Ｏ~10歳Ｏ~8歳Ｏ~6歳Ｏ~6歳0歳~就学前Ｏ~2歳０歳~就学前
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⑦定員

(露） 10(＋5)ｆｉｌＯ(＋α川５(＋2)猪１０(＋5)名１０(＋１０)名１０(-1-α)名 ６名 園児全員が対象４～６名

③保育時
間（）
は土曜
日

⑨Ｔｌ用料
金

８１１寺～５時半８時～６時
（１時半）

月毎3,300円
（１世帯）なし

１日料金300円

８時～６時
（２時）

年会費1,000円
１日料金

ぱ義蕊

7時半～６時半８時～５時半８時～６時７時45分～７時半～６時８時～６時
（３時）（５時）５時45分（１時半）

年会費1,000円
１日料金800円
（給食・賃オム
ツ代含む）

１日料金

0歳400円
1～６歳300円

共済会費共済会費
年間2,000円半年3,600円なし
１日料金１日料金
(会員）1,500円（会員）1,500円
(非会員)2,000円（会員外)3,000円

共済会費

2,000円/月
保育料平日

1,800円
土曜1,500円



ありあり

契約医，園の係保母２名
母

⑩給食制あり

⑪職員櫛看護婦１名
成保母１名

⑫入所後なし
の診察

あり 牛乳・果物のみあり粉ミルク・うどあり
支給ん支給

契約医，看護婦保母５名（うち看護婦１名，係保母２名十パー
１名，保母３名パート１名),契母１名，雑役１ト，契約医
(うち常時２名）約医名，契約医
ありありありあり

なし

保fV:１名＋パー
ト

一一一一一一一｡－－－－．－－■P

係腿婦１堵
保母３名

なし(ただし,保
母と医師の連絡
カードまたは電
話での指示あり）

なしなし なし

･５３年４月～７

日，廷46名利
用

･利用率（利用
者数／登録者
数）３３％

・６カ月～１歳
半までが多い
.椛患率年々減
少している

⑬利用者・２歳までの子・入室児率（５２
の実態ど屯が多い 年度）

・５２年度１日平１歳９．９％
均利用数4.2人２歳４．８％
・教師・中小企３歳２４％
業の社員，公４歳１０％
務員，母子家５歳0.7％
庭等仕事の責.１日平均利用
任や経済的理数５．８人
由でどうして・＜症状別入室
も休みがとれ率＞５２年度
ない家庭の利①かぜ２８％
用が多い ②けが１５％

③とびひ15％
④発熱１４％

･７９年２月～６

月までの利用
者数延57人
.＜病種＞
①水痘(14人）
②かぜ(13人）
③はしか

（10人）
④百日ぜき

（６人）

.１日平均利用

数（52年度）
１．７人

･教師・保母・
看護婦さん等
休みのとれな

い家庭が多い

･２/３が３歳未
満児
．１日平均利用
数（51年度）
４．５人

･病種は感冒が

多い
｡教師，医療関
係従事者，公
務員等の専門
職の人が多い

,１～２歳が多
い．全体に３

歳児までがほ
とんど

.１日平均利用
数（52年度）
８．８人

･病種…感冒，
風しん，はし

か，水ぼうそ
う，おたふく
かぜ

３歳未満児が
ほとんど

１日平均利用
数（52年度）
9.3人

（15人くらい
受け入れるこ
とはしょっち

ゅうある．風
しんのときは
27人まで受け

入れた）

到
記
索
醐
司
Ｓ
温
井
（
職
凹
鐡
）

保母の自宅２室（９帖)と調
理コーナー，ト
イレ別

１室と調理コー
ナー(46帖)，ト
イレ

２室と調理室３室と調理室，
(40帖)，トイレトイレ(28帖）

２室と調理コー

ナー(20帖)，ト
イレ

模
備

規
設

⑭

（
の
『
の
）

２室と調理コー

ナー，沐浴室
(計40帖)，トイ
レ

2.5室と調理室

(計20帖）
トイレ，ベラン
ダ

・共済会費

特別な予算なしｐ利用料金
･共済会費
.１日料金

･事業収入

･共済会費
．１日料金
･事業収入

･市の助成（人
件費他）５２年
度約553万円
.１日料金，共
済会費

･市の助成（人
件費他）５１年
度約656万円
．１日料金，共
済会費

･市の助成
５３年度

450万円

.１日料金

･月毎の共済会
費(園児120世
帯全世帯より）
．１日料金（利
用料）

市の助成⑮財政

･父母の大部分は
助かると言って
いるが，病児室
のないことに対
する不安や保母
への負担など憂
慮すべき面もあ
る

･健管管理を積極
的に行った結果
病気による休悶
が激減した
．保育者全体が病
児についての見
分け，子供への
観察力，病気へ
の対･処がよくで
きるようになっ
てきている

一》誘価 .早く回復する

ことが多い
｡一度預けると
次からは安心
して預けられ
るようだ

.あってたいへ

ん助かった．
もっといろん

な機会に多く
の人に知らせ
たい

．病気の回復期
間は必要．な
らし保育的に
生活のリズム
が整って非常
によい

非常に助かる
という声が多
い

仕事をやめな
くてよかった

という意見も
ある

憧れない場合
は泣いたりす
るが，直り具
合は専門家の
ケア，早い手
当によって早
いのではない
か

･労働条件の厳
しいところに

勤める人が多
いので，休ま
なくてよかっ
たという声が

多い
。子どもが薬を
いやがらずに
飲むようにな
り，薬の飲み
方など親が子
供に注意され
ることもある
－資料より－

.助かるという
声が大部分で
ある
．父母からの要
望としては，
①利用料金を
もっと安く

②入所手続き
の簡素化

たいへん助か

るという声が

多い
たいていの子

供は病児保育
室へ来たがる
家だとわがま
まになりがち

なものが薬を
よく飲み，食
寵もすすみ，
規則正しい生
活ができるた
め，病気の回
復に効果的で
ある

第１報参照
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家政学雑誌 Vol､３１IｌＮｏ９（1980）

市立病院の診察が受けられるようになっており，送迎用

の自動車もそのために確保されていた．他の園では父母

との連絡体制をきっちりすることで緊急時についての対

応がなされていた．

７）保育方法

センター方式・昼間里親方式では入所する人数･年齢・

保育園も定まらないため計画保育は追求しきれず，まず

健康管理・看護に重点をおく保育内容となっていた．

園内方式では普通保育と共通する保育内容を把握し，

独自のカリキュラムを作成したり，保育の内容によって

は普通保育や行事に参加させたり等普通保育との連携を

保つよう努力されているが，人数が不足・混合保育であ

る等で計画保育を追求するうえでの困難な要因は残り，

保育の中味の充実はこれからの課題である．

普通保育方式では普通保育と病児保育の平行保育はむ

ずかしく，保母に負担がかかっていた．しかし，その中

でも健康管理の配慮に重点をおき，病気をしない身体を

つくるためにさまざまな方法がとられ，その結果罹患率

が減少した(病気にかかりにくくなった)，病気になって

も長びくことが少なくなったとの結果が出されていた．

８）利用実態

利用児の年齢は３歳未満児（とくに生後６カ月から２

歳未満まで）が多く，病種としては感冒が多かった．母

親の１１M1種としてばＮａ,Ｈ,Ｓ,Ｍｔに典型的にふられるよ

うに，民間の中小企業に勤めている等職場の労働条件上

休承がとりにくい厨と教師，看護婦，保母等仕事の性質

上休糸がとりにくい職種の利用が多くなっていた．

利用月としては一般的には子どもにとって病気に罹患

しやすい春先から，集団での新しい生活が開始され，少

し緊張がとけてくる初奥にかけて大きなピークが承られ，

ついで冬期に２番日の山があるということであったが，

この傾向も年によって病気の流行時に左右ざれ若干異な

っているようであった．平均利用人数は最近開所された

S,Ａｙ,Ｍｔを除き定員の６割～９割であるが，これも上

記に述べたように月によって異なり，病気の罹患率が高

い月にはiiMi床あるいはそれ以上の子どもを受け入れ，低

い月ば５１H1くらい空いているというように，かなりばら

つきが承られていた．

９）規換・室撒成、

各圃の規模は１人当たり3.3～７．５，２と現在の保育

所吸低基準にてらすとほぼ充足していることになるが，

"健康児”と異なり，“病気あけ'’あるいは“病時，，の子

どもであるから，空間に要求される内容は普通保育の

"食事する”“眠る，'“遊ぶ'，といった行為のほかに，①

や他の病児保育所を見学したことのある市会議員であっ

たが，その背後には根強い父母の要求が存在していた．

５）利用条件

ｉ）利用できる病種

利用できる病種はＨ,Ｍｙ,ＡＣ以外は実際上軽い病気

か，感染期をすぎた予後の場合の承で，その意味におい

ては“病児保育所”というより“病気あけ保育所''ある

いは“予後保育所'’と表現するほうが正確な使い方であ

ろう．これに対し，ＨＭｙ,ＡＣという医師の管理が厳重

に図られているところでは，主として予後期ではあるが

場合によってはかなり最盛期の子どもについても受けい

れていた．

ｉｉ）利用できる年齢

利用できる年齢はＯ～10歳に及んでいたが，９園中６

園は０歳から就学前までであった．

ｈｉ）定貝

定員は４人から最高20人になっており，１０名前後が多

くなっていた．

ｉｖ）保育時間

保育時間は周辺の通常の保育園とほぼ同じ保育時間に

あわせてあり，最長はＮｅの午前７時半から午後６時半

までの11時間保育であった．

ｖ）利用料

利用料は当然予想されるように自治体の援助があると

ころとそうでないところではかなり異なっていた．自治

体の援助があるところでも１日料金0円から500円まで

の幅があった．自治体援助がないところになるとＮａの

ように１日料金は300円と安いが，共済費が月額2,350

円と高くなるか，Ｓ,ＡｙＭｔのように共済会費は年額

2,000円～3,600円であるが１日料金が1,500円～1,800円

と高くなり，いずれにしても父母負担は重くなってい

た．

ｖｉ）給食制

給食はＨ,ＡｏＭｔを除き他の６園では実施されてい
た．

６）医務体制

ｉ）医師・看護婦の配置状況

医師（嘱託医)，着謎婦ともにおかれている園ぱＨと

ＡＣ，医師の承はＮｅ,Ｍｙ,Ｓ，保健婦の承はＡｒ，医師も

看護婦もいなくて保母の承はＮａ,Ｍｔであった．

ｉｉ）入所後の診察

入所後の診察は医師がいるところでは毎日保母が連れ

ていって診察をうける・回診・往診など系統的な医巌を

うけていた．保健婦の承のＡｒでも緊急時にはただちに
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題は共通して(Ａｒを除き）財政上の問題一財政基盤の脆

弱さであった．これは公的援助をうけていないＳ,Ｎａ，

ＡｙＭｔでいっそう深刻であった．また，園内感染の不

安の問題が，はしかの初期以外の病種はできるだけ受け

いれているＡＣからと一室保育を行っているＳから，保

母の労働過重の問題が，普通保育方式のＭから出されて

いた．

静養できるような環境であること，②伝染性の疾患の子

どもは隔離できるという条件が加わり，現在のように１

室あるいは２室の中で上記の生活行為をすべて行うには
スペースも狭く，空間的にも機能分化できておらず貧弱

であると指摘せざるをえないものであった．

１０）自治体の財政援助

公的助成を受けていたのはＡｒ,Ｈ,Ｎｅ,ＡＣという，地

域の幅広い父母や住民と結合して運動が展開された園で

実現していた．

しかし，援助額は必要額に比べるとまだ低く，主とし

て，医師への委託料，保母・竃謹婦の人件数であって，

秋算単価が低いことも加わり，赤字分を医師や父母から

の恒常的カンパやバザーで補填しており，財政援助があ

るとはいえ，その運営はいまだ苦しいものであった．

１１）病児保育実施の評価

面接調査や対象施設の資料からふる限りにおいては，

財政，運営上，設備の貧弱さ，保育内容，労働条件に問

題点をもちながらも総合的には“やはり実施してよかっ

た',と答える保母・医師・共済会の役員，父母の会の役

員がほとんどをしめていた．

その理由は，①まず当然考えられることであるが，子

供が病気のときでも母親が仕事を休まずにすむこと，②

と同時に注目されたのは，子どものためによかったと答

えていることであった．その内容は，ａ・病気の回復に

効果があがること（"専門家の早い手当によって早く治

る”“家だとわがままになりがちなものが薬をよく飲み，

食ＴＩＩ:も進孜，規則正しい生活ができる”という声)，ｂ・

疾病の罹患率の減少（ＭｙやＡｒでふられたことである

が，病児保育を追求することによって健康管理にこれま

で以上に積極的になり，その結果，病気による休園や病

児保育室の利用率が激減したと報告されている')2))，

ｃ・普通保育への復帰が早いことが挙げられる．

Ｈ病児保育共済会の代表が「病児保育をやってふてい

ちばんよかったのはそれが子どもにとってよかったこと

だ3)」と語り，Ａｒ保育を守る父母の会会長が「初めに府

速本部から研究指定されたときは不満であったがやって

ゑてよかった．当初父母の会でもずいぶん議論になった．

病気の子を預るというがそんなことしたら子どもが死ぬ

んではないかといった声もあった．私らはよく話しあっ

た．そして実施した結果“病気の子を早く発見しそれに

よって防げる病気もある”"健康管理が大切だ，，というこ

とを学んだ.」と話すことは上記のことを物語っている．

１２）問題点

各園の関係者から提起された問題点として，最大の課

４．まとめ

第１報，第２報の調査結果より，今後，病児保育施設

が地域社会にどのように定着・発展していく施設である

かという観点からその評価と問題点をまとめると以下の

ようになる．

１）地域社会における病児保育所の必要性

今回の調査結果（第１報の利用上の評価，第２報の評

価参照）に承られるように，園・父母の関係者のほとん

どは総合的にみると“やはり病児保育を実施してよかっ

た”と評価していた．

また，その後の情報によると，現在開設（あるいは予

定）されている病児保育所は今回の調査対象園以外に，

枚方市の公立Ｓ，吹田市のＫ，東京太田区のＷ，大阪東

淀川区のＫ，大阪府下他に２園，運動中のところ３カ所

と聞く．

このように全国各地でふえ，また今回（第１報）の結

果でも明らかなように未利用者でも近くにあれば利用し

たいと思っている人が多く，かつ地域社会に必要な施設

だと調査対象者の９割が位置づけていたことからも，今

後この施設は共働き家庭がふえ核家族化が進行し，看護

休暇制度の充実が遅れている下では，さらに必要性の高

い施設としてニーズが増えていくことが予想されよう．

そしてまた，たとえ看謹休暇が制度化され充実してい

ったとしても，労働条件が悪く休暇がとりにくい職場で

働く母親や，社会的武任が重くて休めない職IiIiにおいて

は必要な施設として位置づけられるであろう．

また，後で述べるように設立の最大のネックとなる財

政上の問題で，公的援助が一定保障されるならば飛躍的

にのびていくのではないかと考えられる．

２）方式について

園内方式は子どもにとって環境が同じであること，普

通保育との連携がとりやすいこと，同じ園なので遠くに

連れていかずにすむ等の利点があるかわりに，契約医を

もちにくい，財政的に不安定等の短所をもつ．

センター方式は上記の逆で，保育内容，遠距離，利用

しやすさには問題があるが，契約医をもちやすいこと，
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受益者が多数になる可能性があるため公費助成がうけやター方式が望ましいであろうと提案している4)のが注目

すぐなるという利点をもつ．される．

普通保育方式は今回とりあげた園では病児室がスペー ４）医療体制について

ス的にも保母の面でも確保できないという理由と，はし「病児保育－それは病気最盛時でなくて予後であって

かや水痘などの感染症は子どものときに早く罹ったほう屯医師が居なければ成立しないのではないか」という問

がよいという考えで実施されており，現在までには園ぐ題に対し対応は園によって異なる．医師がいることが不

るゑ集団で罹患したから症状が悪化したという例はきか可欠だとするＨの関係者，医師がいなくとも空いた部屋

れていないしかし，そのために保母の労働が過重になと２～３人の保母がいれば十分できるというＡｒ,Ｎａの

ったり，また，医師の積極的・きめ細かな医療行為が確関係者，ともに自信をもって答えていた．

保されなければ事故が起こりかねない危険`性を含むため，そして実際に医師をもたずに実施してきた園（今回調

一律に他の園に即適応できるものではあるまい.ただし，

この実践は病児といえば忌避される現状の普通保育の中

でも，条件が整えうれば病児保育もできるのだという可

能性を示し，また，その結果健康管理により積極的に取

り組むようになった面では評価されていた．

昼間里親方式は今回の場合広くいえばセンター方式の

＿和類であり，センター方式への移行期の－形態といえ

よう．

以上より，今後の病児保育所一とくに子後期の形態・

方式としては大きくいえば園内方式とセンター方式の２

種類が考えられるが，これは現段階ではどちらがよりよ

いと評価できるものではなく，その地域．父母の状況，

条件に応じてきめこまかに決められていく性質のもので

はないかと考える．

３）病児の範囲

病児の範囲すなわち受け入れる病種は園によって異な

るが大きくわけて２種類に分類される．ひとつは“感染

期をすぎた病気の予後''期に受け入れる保育所であり，

他はjllji気のかなりの蚊盛時も含むものである.前者は今

回のほとんどの園であり，この時期については園内感染

の例も聞かれなかった．後者については父母が休めない

のでやむをえず受け入れるなかで院内感染の問題点が出

され，将来は何とかしたいという愈向をもつＡＣと医師

の厳重な管理と努力の下で経験のなかから予後期にIIL定

せずその枠を拡大し可能性を追求しているＨとがあった。

Ｈではこれまで一度も事故やトラブルは起きていないと

いうことであった．これらは病児保育体制そのものが現

在社会的にまだ未熟な段階にあるため１カ所で多くの機

能を果たさざるをえない結果であり，今後病児保育体制

が量的．質的に充実するなかでこのような点は整理され，

病気の各段階に応じて機能分化されていくのではないか

と考える．医師の立場から堀井重信氏が将来的にごく軽

症の場合は普通保育，中等症や感染病の回復期は園内方

式，重症・病気の極期，伝染病は保育病院のようなセン

５８（（

査のうちの４園）での実践・経験は何を示しているとい

えようか．次のように考える．すなわち，医師が確保さ

れることは当然望ましいことではあるが，医師がいない

と病児保育（予後期の）ができないということではない．

何か変わったことが起こったときにはただちに父母・医

療機関と連絡・連携がとれるようなきめ細かなシステム

をつくり，注意深く保育すれば医師が常駐しなくとも可

能だということを物語っていると．Ｍｔでは開所前に医

師がいないことで不安を感じ，３人の小児科医に相談し

たところ“入院を必要とする病気であれば別だが，通常

家庭で母親がゑている状態であれば基本的には母親に代

わる能力をもった人がいれば問題はないのではないか．

事情があり契約医にはなれないが保母さんの力量を高め

ることで協力したい”との返答を得て開所に踏永きった

と聞く．

また，現実的な問題として，財政的に苦しい運営や母

親が働くことに対し理解を示し，労多くして報酬の少な

い仕事を引き受けてもらえる医師がなかなか承つかりに

くい苦労を巡動を進めてきた父母は一様に語っていた．

５）財政問題一公的援助の必要性

病児保７１所のニーズが商いならば，この10年間にもっ

とふえているべきではないかという疑問があろう．ニー

ズが商いにもかかわらず設立されにくい最大のネックは

迎営の困雌さ，とくに財政上の問迦であると考える．す

なわち，病児保育所は採鍬的にはなりたちにくい．①病

気にかかる園児（利用者）が固定していない．②病気に

よっては隔離したり，人手を必要とするために必要な職

員，空間，設伽ともに不安定である．したがって非常に

必要経luiはかかるがそれを維持するためには，父母・契

約医・職員蝉に多大の負担がかかる．具体的には①父母

に高い利用料金，共済会費の負担（Ｓでは利用料金が高

いため利用者が少ない，したがってまた赤字を生むとい

う悪循環をつくっている),②担当医師への低い手当(例．

Ｈでは52年度年間25万円．それもまたカンパ等の形で医
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ものではなく，きめ細かな範囲内に設置されてこそ効果

的な施設であることを示すものと思われる．
師より共済会に寄付されていることが多い.)，実質より

少ない管理料（例．Ｓでは月額13万円の家賃が払えず医
師が負担)，③保育者達職員への安い賃金という形でし
わよせされている．

このように病児保育所はニーズは高いが財政上困難な

ことが一般の無認可共同保育所以上にあり，それが運営

を逼迫させている．その意味ではまさにより公的援助を

必要とする施設であると考える．

６）通園圏一距離的条件

今回の調査（第１報）結果より明らかになったものの

一つに病児保育所の距離的条件の重要性の問題がある．

利用する者の立場から考えるならば，望ましい利用方法
の条件のなかでも距離的条件の占める優先度は高い（枚

方の場合第１位にあがっていた)．

一般的に保育所計画を考えるさいには適正通園圏とし

ては，距離が一定以上離れてくると通園率が急激に減退

するところをもって範囲を決めてきたが，今回の病児保
育所についても，枚方市の場合では２kｍ圏内にあるこ

とがわかった．このことは，今後方式としてセンター方

式による広域的利用を考える場合でも，物理的制限条件
としてこのくらいの利用圏域を考えざるをえないことを

示す．すなわち広域的な範囲に１カ所あれば用が足りる

最後に本研究のためにご協力いただいた各病児保育所

の関係者の方々，枚方市内の保育園の職員，父母の方々

に深く感謝いたします．

（昭和54年８月７日受理）
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